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国民年金特集 〒120　東京都足立区千住一丁目50

足立区役所
厚生部国民年

金課
( 882) 1111

足立区の
54年3 月1 日現在

人 口　　　　　　　　620, 557 人

拠出年金被保険者数　148, 333 人

拠出年金受給権者数　16, 954 人

福祉年金受給権者数　15, 171 人

イラストは転載

"国民年金が受けられる最後の機会"

日本人の寿命がのび、高齢化社会への急激な移行が起ると
ともに、核家族化への進行とあいまって、将来の生活設計は、
年金をぬきにしては考えられなくなっております。
あなたの老後の生活設計はどのようになっていますか?
年金は、将来の所得保障として重要な役割を持っています。
あなたは、将来年金を受けることができますか。もう一度
たしかめてみましょう。

特 例 納 付 制 度

国民年金では、昭和55年6 月30日まで、強制加入者( 過去
に強制加入対象期間がある方も) の方で、時効になって納め
られない、過去の未納保険料( 免除期間を除く) を納めるこ
とができる制度を実施しています。年金を受けるこれが最後
のチャンスです。必ず年金がもらえるようにしましょう。

強 制 加 入 対 象 者

( 1) 　日本国内に住所がある日本人(明治44年4月2日以降生
まれた方で、現在20歳以上の方)

( 2) 　60歳までに最低25年以上(生年月日より10年～24年に短
縮) の加入期間がある方

( 3) 　自営業、自由業、農業などの方で、厚生年金、共済組合
等に加入できない方とその配偶者

( 4) 　厚生年金や共済組合等の公的年金に一時加入し、年金を
受ける資格を得ないでやめた方と、その配偶者
これら( 1) ～( 4) に該当している方は、国民年金に必ず加入す
ることになっています。
未加入の方は必ず加入することは勿論ですが他の公的年金

の加入期間だけでは年金の受給権に結びつかない方も現在実
施中の特例納付で過去の保険料を納めるとともに、60歳にな
るまで保険料を納め( 免除期間を含む) 将来年金を受けられ
るようにしましょう。
現在加入している方で、いろいろな事情で保険料を納め忘

れたため、将来年金が受けられない方も、特例納付制度を活
用し、古い未納保険料を必ず納めて年金を受けられるように
しましょう。

特 例 納 付 保 険 料

保険料額
未納期間1 ヵ月につき　4, 000円
納期限
昭和55年6 月30日
年金を受けるためには、生年月日によって最低10年から25
年以上の期間保険料を納めるか免除されていることが必要で
す。( 3 頁の期間等早見表参照)
たとえば、大正2 年4 月2 日生まれで、どの年金にも加入

していない方
最低期間10年× 12ヵ月× 4, 000円=48 万円　納付しなけ

れば年金は受けられません。
納め方　一括納付・分割納付
現在65歳以上の方で未加入の方は、すぐ加入して保険料を
納めれば翌月から年金が受けられます。

特例として10年未満の期間でも年金が受けられる方
明治44年4月2日～大正5年4月1日までに生まれた方は、
つぎの表の期間保険料を納めれば、年金が受けられます。

こ の表は昭和53 年7 月現 在の国民 年金 のみで す。

70歳になったとき、老齢福祉年金と同額198, 000円(昭和53
年8 月現在) になります。

老齢福祉年金とは、明治44年4 月1 日以前に生まれた方だ
けです。
明治44年4 月2 日以降生まれた方は、国民年金に加入し、

保険料を納めるか免除されていなければ、年金は受けられま
せん。最後の機会です必ず加入して保険料を納めましょう。
( 免除期間を含む)

過 去 の 保 険 料 を 納 め な く て も よ い 期 間

強制加入者(過去に強制加入期間がある方も含む)でまだ
加入していない方で、昭和36年4月以降生活保護法による生
活扶助を受けていた方、また受けている方は、その期間保険
料が免除になり、将来年金は1/3受けることができます。該当
する方は、生活保護を取り扱った福祉事務所から証明書をも
らってから加入手続きにおいでください。
生活保護による生活扶助以外にも免除対象になる方もあり
ますのでご相談ください。
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サラリーマンの奥さんも国民年金に加入しましょう

サラリーマンの奥さんを含めて次のことに該当する方は任
意加入対象者です。
( 1) 　日本国内に住所のある日本人で20歳以上59歳未満の方
( 2) 　厚生年金、共済組合等の公的年金加入者の配偶者( サラ

リーマンの妻)
( 3) 　厚生年金、共済組合等の公的年金から年金を受けている

方、受けることができる方とその配偶者
( 4) 　昼間部大学生
これら( 1) ～( 4) に該当してる方は、国民年金に任意で加入で
きます。加入して、老後の生活設計にお備えください。

サラリーマンの妻
( 夫厚年加入)

カラ期 間
10 年

+ 国民年金15年
( 任意加入) =25 年

年金は保険料納めた15年分が終身受けられます。

厚生年金　5年
( OL) 脱退手当金受給せず

+ サラリーマンの妻
(夫 厚年 加入) 5 年

+ 国民年金
( 任意加入) 15年 =25 年

( 通算)
年金は、厚生年金から5 年分国民年金から15年分が終身受け
られます。

通算老齢年金制度
この制度は、仕事の関係で、いろいろな年金に加入し、一
つの年金制度では期間が足りなくて、老齢年金が受けられな

い場合でも昭和36年4 月以降の各年金の加入期間を合算し、
一定の期間を満せば、それぞれの年金から通算老齢年金を受
けることができる制度です。

25年

年金号
= 8 年

厚 年
+ 7 年

共 済
+

10 年国 年

( 生年月日によって10～24年に短縮)

保 険 料
保険料
保険料は必ず納めましょう。年金額は保険料を納めた月数
で計算されます。
保険料を1 か月でも納め忘れると、将来年金を受けるとき

に年金額が少なくなるだけでなく、年金が受けられなくなる
こともあります。ご注意ください。
保険料額
昭和53年4月～昭和54年3月　　1ヵ月　2, 730円
昭和54年4月～昭和55年3月　　1ヵ月　3, 300円

保険料は、2 年を経過すると納めることができなくなり
す。納付書が届いたら、早めに納めましょう。

上の表のように2年を経過すると3ヵ月毎に保険料を納め
ることができなくなります。

ただし、強制加入被保険者( 過去に強制加入期間のある方
も含みます) の方は、現在実施の特例納付制度により、昭和55
年6 月30日までは、古い未納保険料を1か月4, 000円で納め
ることができます。この制度で保険料を納めることができる
方は、必ず納めましょう。
付加保険料
1 ヵ月400 円の付加保険料を納めることにより、割増しの

年金が受けられます。受けられる年金額は付加保険料を納め
た月数に200円をかけた金額です。

便利な口座振替制度をご利用ください。

保険料未納の原因は、忘れた・納付書がなくなった・納めに
行くのがめんどうだ、という理由がほとんどです。口座振替
制度は、電気・ガス料金等のように、あなたに代って、金
融機関( 郵便局を除く) があなたの預金口座から自動的に保
険料を振込んでくれますので、納めに行く手間がはぶけ、納
め忘れる心配がありませんので、大変便利です。
手続きは、国民年金手帳、預金通帳( ご家族の預金口座で
もできます。)、預金通帳に使用している印かんを持参して、
金融機関( 郵便局を除く) の窓口へ申し出てください。
ただし、1ヵ月納付の方は振替できません、国民年金課か
出張所で納付方法を3か月以上の期間に変更の手続きをされ
てから、金融機関(郵便局を除く)の窓口へ申し出てください
。

保険料が納められない方
経済的な事情・病気などで保険料が納めることが困難な方
は、納めないままでいますと将来年金が受けられなくなりま
す。このような時には次の手続を至急してください。

強制加入者
申請免除制度がありますので申請してください。免除に

該当しますと、その期間は保険料を納めなくても将来1/3の年
金を受けることができます。保険料が納められるようになっ
たときは、免険された期間のうち10年以内のものに限って、
その当時の保険料で納めることができます。
任意加入者
免除制度に該当しません。加入したまま保険料を納めな

いでおくと、将来年金を受けることができなくなりますから、
すぐに国民年金をやめるようにしてください。経済的に保険
料が納められるようになったときは、再度加入し保険料を納
めてください。

★年 金 相 談★
4月4日( 水) 　5月以降毎月第一水曜日
● 時間　　午前10時～午後3時30分
● 場 所　　区役所1 階相談コーナー
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国民年金(拠出)の請求に必要な書類等一覧

( 注1) 配偶者の年金の期間を通算対象する場合、婚姻期間を確認するため。

( 注2) 本人又は配偶者の厚生年金、船員保険被保険者であったかを確認するため。

( 注3) 各共済組合に加入していた期間を確認するため。

( 注4) 住民票で死亡した受給権者と遺族との関係が確認されないとき。

( 注5) 同一の住民票で死亡した受給権者と遺族の同居が確認されないとき。

※ 上記のうち、保険料納付済期間によっては、年金が不支給になるほか、
他の保険給付がある場合は年金が支給停止になる場合もあります。

国民年金の請求は
区役所二階14番窓口で

期間・保険料・老齢年金額早見表 年金額　昭53. 7 現在

保険料の計算は4 月2 日生れの方の昭54. 3. 1現在で算出してあります。
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福 祉 年 金

福祉年金の支給制度
この年金は、日本国内に住所がある日本人で明治44年4 月1
日以前に生まれた方で、70歳になったとき受けるもののほ

か、20歳前の重い障害がある方、保険料の納めた期間が短か

い方が、ケガや夫が死亡したとき受けられます。
ただし、全額国の負担( 税金) によりますので、いろいろ
支給制限があります。

請求に必要な書類等一覧

福祉年金の請求は区役所2 階14番窓口( 国民年金課給付係) です。ただし、老齢福祉年金は住民登録のある出張所でも受付できます。

国民年金の特色

◎ 年金額は物価にスライドします
年金額は、物価の変動( 5%) に応じて、自動的に改訂さ
れます。さらに、生活水準やその他の社会事情の変動に応じ
て改訂されるようになっていますので将来も安心です。
◎ 保険料を納めたときは、申告すれば税金の社会保険料控除
を受けることができます。

◎ 納められた保険料は、将来、年金の支払財源として積立て
られています。また、その一部は、区の福祉施設等の建設
資金として、融資され、今までに中部区民福祉センター外12
施設を建設し区民の福祉のため役立てています。4 月に
オープンする東保木間2 丁目27- 1 に建設された総合体育
館の資金の一部も融資によるものです。

◎ 3年以上加入していて、最近2年間の保険料の納め忘れの
ない方は、住宅金融公庫を通じて、住宅金融公庫の資金と
あわせて、住宅の購入、新増改築資金を借りることができ
ます。

◎ 年金を受けるようになれば、その年金を担保として小口の
融資が受けられます。

◎ 国民年金保養センター
自然公園や温泉地など、景勝の地に建てられた保養施設で、国民

年金の加入者や受給者の方を中心に、どなたでも利用
できます。利用料金、施設は次の表のとおりですが、利用
の申込みは4ヵ月～6ヵ月前から保養センターで直接受け
付けていますので、手紙か電話で申込んでください。

国民年金保養センター施設一覧
53年11月1日現在

なお、今年は国民年金20周年記念事業として、この保養センターを利用する「国
年生きがい旅行」が昭和54年5月頃～12月の間行なわれます。
くわしくは　日本交通公社　団体顧客部　営業三課
住所　〒100　千代田区丸の内1- 6- 4　　( 284) 7924　東急観光K. K. 　営業推進部
住所　〒150　渋谷区1- 16- 14　渋谷地下鉄ビル9階　　( 407) 4044

国民年金課あんない( 区役所二階)
国民年金に関することはどんなことでもお気軽に
年金にはいる方、やめる方、年金の資格についての届
適用係窓口16番　内線386～388
年金のかけ金を納める方、納付書を紛失したとき
検認係窓口13番　内線396～399

年金のかけ金の免除を申請する方
記録係　窓口15番　内線394～395
年金を請求する方
給付係　窓口14番　内線390・392～393


